
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人岡山大学（法人番号2260005002575）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ②令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

　役員報酬への業績反映については，各役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，１００分の１０
の範囲内で期末特別手当の額を増額又は減額することができることとしている。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　役員報酬は，国立大学法人岡山大学役員給与規則に基づき，俸給月額及び期末特
別手当から構成されている。学長の俸給月額は，1,107,000円であり，期末特別手当に
ついては，［俸給月額＋（俸給月額＋調整手当＋広域異動手当）×20/100＋俸給月額
×25/100］を基礎として，６月期及び１２月期に支給する場合においてはそれぞれ１００
分の１70を乗じ，さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ
た割合を乗じて得た額としている。
　また，期末特別手当の額は，各役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会
の議を経て，１００分の１０の範囲内で増減することができることとしている。

　役員報酬は，国立大学法人岡山大学役員給与規則に基づき，俸給月額及び期末特
別手当から構成されている。現在の理事の俸給月額は，818,000円であり，期末特別手
当については，［俸給月額＋（俸給月額＋調整手当＋広域異動手当）×20/100＋俸給
月額×25/100］を基礎として，６月期及び１２月期に支給する場合においてはそれぞれ
１００分の１70を乗じ，さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。
　また，期末特別手当の額は，各役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会
の議を経て，１００分の１０の範囲内で増減することができることとしている。

　非常勤理事の報酬は，国立大学法人岡山大学役員給与規則により，月額180,000円
と定めている。

　役員報酬は，国立大学法人岡山大学役員給与規則に基づき，俸給月額及び期末特
別手当から構成されている。現在の監事の俸給月額は，635,000円であり，期末特別手
当については，［俸給月額＋（俸給月額＋調整手当＋広域異動手当）×20/100＋俸給
月額×25/100］を基礎として，６月期及び１２月期に支給する場合においてはそれぞれ
１００分の１70を乗じ，さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。
　また，期末特別手当の額は，各役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会
の議を経て，１００分の１０の範囲内で増減することができることとしている。

　本法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって，他の国立大学法人，国家公務員，
国・地方公共団体が運営する教育・研究機関等のうち，常勤職員数（本法人約4,000人）や教育・研究事業で比較的同
等と認められる以下の法人を参考とした。
　国立大学法人広島大学・・・当該法人は，同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している常勤職員数約3,500
人）。公表資料によれば，平成30年度の長の年間報酬は18,580,000円であり，理事の平均年間報酬は14,856,000円であ
る。

　非常勤監事の報酬は，国立大学法人岡山大学役員給与規則により，月額180,000円
と定めている。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,275 13,284 5,593 398
（調整手当）

千円 千円 千円 千円

294 （調整手当）

148 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

14,284 9,816 4,174 294
（調整手当）

千円 千円 千円 千円

294 （調整手当）

56 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

254 （調整手当）

593 （広域移動手当）

744 （単身赴任手当）
千円 千円 千円 千円

294 （調整手当）

24 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

2,160 2,160 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

228 （調整手当）

120 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

2,106 2,160 0 0
（　　　　）

※

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

11,176 7,620 3,208

8,472 3,768 4月1日

役名

C理事 14,299 9,816 4,133

法人の長

B理事

D理事 13,831

前職
就任・退任の状況

◇

E理事

B監事
（非常勤）

A監事

その他（内容）

F理事
（非常勤）

A理事 14,556 9,816 4,298

14,267 9,816 4,133

4月1日
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間
企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

　本学は，「高度な知の創成と的確な知の継承」を理念とし，国際的な研究機関となるこ
とを指向するとともに，社会の多様な領域において主体的に活躍できる人材の育成等を
通じて，「学都」として中国・四国地域における中核的な学術拠点となることを基本的な
目標としている。
　そうした中で岡山大学長は，職員数約6,500名の法人の代表として，その業務・校務を
司り，所属職員を統督し，経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
　学長の年間報酬は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬5,500万円と比較
した場合，その水準以下であり，また事務次官の年間給与額2,300万円と比較してもそ
れ以下となっている。
　また本学では，学長の報酬月額を法人化移行前と同等の指定職７号俸相当としてい
るが，その職務内容及び職責については，上記のとおり法人化前と同等以上であると言
える。
　こうした職務や職責を考慮し，民間企業の役員報酬等との比較を踏まえると，報酬水
準は妥当であると考えられる。

　本学は，「高度な知の創成と的確な知の継承」を理念とし，国際的な研究機関となるこ
とを指向するとともに，社会の多様な領域において主体的に活躍できる人材の育成等を
通じて，「学都」として中国・四国地域における中核的な学術拠点となることを基本的な
目標としている。
　本学の５名の理事は，職員数約6,500名の法人組織において，企画・評価・総務，教
育・国際，研究，医療，財務・施設のそれぞれ業務・校務を司り，理念の具現化及び目
標の達成のために尽力している。
　理事の年間報酬は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬5,500万円と比較
した場合，それ以下の水準である。
　また本学では，理事の報酬月額は法人化移行前の副学長及び指定職の部局長と同
等である指定職１～４号俸から学長が決定している。
　広い見識と高度な判断を要する理事の職務及び大規模の組織運営に携わる職責を
考慮し，民間企業の役員報酬等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考えら
れる。

　本学の非常勤理事の報酬は，常勤理事の指定職１号俸相当の年間報酬額を，非常
勤理事の年間の平均勤務日数で除して算出しているため，妥当であると考えられる。

　監事は，法人の運営や財務状況が社会的信頼を得られるよう，業務の適法性，有効
性，効率性，経済性及び会計の適正性を監査している。その職務を遂行するために，
公平不偏の態度を持ち，独立性の保持に努め，秘密を厳守するなど重い責任を負って
いる。
　本学の常勤監事の報酬は，旧指定職３号俸（平成18年3月31日以前）相当もしくは指
定職１号俸相当としており，学長が決定している。
　監事の年間報酬は，人数規模が同規模である民間企業の取締役の報酬2,600万円と
比較しても，それ以下の水準である。
　企業とは異なり，大学が社会に及ぼす間接効果や非経済効果を評価するという高度
な職務内容や上記の職責を考慮し，民間企業の役員報酬等との比較を踏まえると，報
酬水準は妥当であると考えられる。

　本学の非常勤監事の報酬は，常勤監事の指定職１号俸相当の年間報酬額を，非常
勤監事の年間の平均勤務日数で除して算出しているため，妥当であると考えられる。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

理事
（非常勤）

法人の長

理事

監事
（非常勤）

法人での在職期間

監事
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５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　役員報酬への業績反映については，在職期間における業績により１００分の１０の範囲内で期末特別手当の増額又は
減額を出来ることとしている。また，役員退職手当への業績反映については，在職期間における機関実績勘案率及び個
人業績勘案率という二つの指標を用いて業績勘案率を算定し，退職手当の額を増減できることとしている。役員報酬並
びに役員退職手当の増減については，ともに経営協議会の議を経て決定することとなっており，本制度は今後も継続予
定である。

　　　　該当なし

該当者なし理事
（非常勤）

法人の長

理事

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

監事

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2150 43.0 6,454 4,671 50 1,783
人 歳 千円 千円 千円 千円

481 44.4 5,878 4,266 74 1,612
人 歳 千円 千円 千円 千円

684 51.6 8,865 6,318 51 2,547
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

681 35.6 4,912 3,613 29 1,299
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 40.1 7,386 5,441 64 1,945
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 39.5 6,864 5,048 65 1,816
人 歳 千円 千円 千円 千円

242 37.7 4,982 3,673 50 1,309
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

　本法人職員の給与は，国家公務員の給与制度を参考とし，他の国立大学法人の給与水準や社会一般の情勢を
考慮して決定している。
　特に国立大学法人広島大学は，同一地方にある総合大学で，法人規模についても同等（常勤職員数約3,500人）
となっているため，参考としている。

　本法人では，平成18年度から事務・技術職員人事評価制度を実施し，評価結果を平成18年12月期の勤勉手当よ
り給与へ反映させた。その後，評価対象を拡大し，医療職員や看護職員など職員全てに評価を実施している。
　また教員については，平成19年度から教員活動評価制度を実施し，評価結果を平成20年12月期の勤勉手当から
反映させている。
　反映部分は給与のうち，6月期・12月期の勤勉手当及び1月の定期昇給としており，反映方法は原則公務員の給
与制度に準拠している。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内 うち賞与

・俸給表を平均0.09％引き上げた。
・俸給の調整基本額を俸給表の引き上げに連動して改定した。
・住居手当を支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ,手当額の上限を1,000円引き上げた。
・勤勉手当の支給割合を年間0.05月分引き上げた。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

総額
人員

医療職種
（病院医師）

常勤職員

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

教育職種
（附属高校教員）

技能・労務職種

その他医療職種
（看護師）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

106 45.4 4,858 3,579 64 1,279
人 歳 千円 千円 千円 千円

73 43.9 3,944 2,926 68 1,018
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 48.7 6,880 5,025 55 1,855
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 50.8 3,344 2,439 76 905
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 50.8 3,344 2,439 76 905
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：常勤職員の教育職種（附属高校教員）は教育学部附属特別支援学校教員を示す。
注３：常勤職員の教育職種（附属義務教育学校教員）には教育学部附属幼稚園教員を含む。
注４：常勤職員のその他医療職種（看護師），技能・労務職種，再雇用職員の事務・技能，医療職種 （病院

　看護師），医療職種（病院医療技術職員），技能・労務職種，非常勤職員の医療職種（病院医師）について
　は，該当者が２人以下のため， 当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，職種のみ記載。

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院看護師）

在外職員

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

再任用職員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

非常勤職員

事務・技術

7



人 歳 千円 千円 千円 千円

377 47.0 9,105 6,079 47 3,026
人 歳 千円 千円 千円 千円

377 47.0 9,105 6,079 47 3,026

人 歳 千円 千円 千円 千円

164 43 5,334 4,127 56 1,207
人 歳 千円 千円 千円 千円

74 41.9 3,814 2,903 60 911
人 歳 千円 千円 千円 千円

87 43.7 6,591 5,090 55 1,501
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 50.2 6,357 6,357 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：在外職員，再任用職員，非常勤職員の区分については，該当者がいないため表を省略した。

注２：任期付職員の教育職種（その他特任）及び技能・労務職種の区分については，該当者が２人以下のため，当該個人に関する

　　　情報が特定されるおそれのあることから，職種のみ記載。

注３：任期付職員の医療職種（病院医師），医療職員（病院看護師）の区分については， 該当者がいないため表を省略した。

      

教育職種
（大学教員）

アドミニストレーター職種

教育職種
（その他特任）

技能・労務職種

［年俸制適用者］

常勤職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員

事務・技術
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 8 58.3 9,668

課長 37 55.7 8,295

総括主査 58 53.1 6,831

主査 195 47.9 6,036

主任 78 41.8 5,345

事務職員 105 30.1 3,972

注１：課長には課長相当職である事務長，室長を含む。

注２：本法人には課長補佐が置かれていないため，原則として課長補佐を掲げるところ，代わりに総括主査を代表的職位

　　　として掲げ，それには同相当職種である技術専門員及び専門員を含む。

注３：本法人には係長が置かれていないため，原則として係長を掲げるところ，代わりに主査を代表的職位として掲げ，

　　　それには同相当職種である技術専門職員を含む。

注４：主任には主任相当職である主任専門職員を含む。

注５：本法人には係員が置かれていないため，原則として係員を掲げるところ，代わりに事務職員を代表的職位として

　　　掲げ，それには同相当職種である技術職員，図書職員及び専門職員を含む。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 294 56.3 10,145

准教授 231 48.8 8,364

講師 41 49.2 8,016

助教 111 45.9 6,699

助手 7 52.6 5,960

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 2

看護師長 31 52.6 6,683

副看護師長 83 46.5 6,021

看護師 564 32.9 4,600

注１：看護部長の該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，人数のみ記載。

注２：副看護部長の該当者は２人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，人数のみ記載。

年間給与額

11,646　～　8,734

9,070　～　6,779

分布状況を示すグループ

分布状況を示すグループ

千円

7,307　～　6,240

（最高～最低）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

7,500　～　5,473

6,542　～　5,319

（最高～最低）
千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

人員

人員 平均年齢
年間給与額

5,154　～　2,914

平均年齢

6,297　～　4,564

7,033　～　4,262

12,892　～　8,288

9,675　～　6,819

8,873　～　6,727

年間給与額

（最高～最低）
千円

7,509　～　6,223

7,082　～　4,864

6,475　～　3,533
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

49.8 48.8 49.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.2 51.2 50.7

％ ％ ％

         最高～最低 55.6 ～ 40.8 54.1 ～ 42.1 53.3 ～ 41.4

％ ％ ％

58.4 57.2 57.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 42.8 42.2

％ ％ ％

         最高～最低 49.2 ～ 37.5 50.4 ～ 38.7 49.7 ～ 38.5

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.8 49.8 50.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.2 50.2 49.7

％ ％ ％

         最高～最低 53.1 ～ 40.6 54.1 ～ 42.0 53.6 ～ 41.3

％ ％ ％

58.1 56.8 57.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.9 43.2 42.5

％ ％ ％

         最高～最低 47.8 ～ 37.1 48.8 ～ 37.9 48.3 ～ 37.7

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.9 52.8 52.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.1 47.2 47.2

％ ％ ％

         最高～最低 49.9 ～ 43.1 51.0 ～ 44.3 50.5 ～ 43.7

％ ％ ％

58.7 57.4 58.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.3 42.6 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 45.7 ～ 37.2 49.9 ～ 37.4 46.8 ～ 37.4

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（法人の検証結果）

○医療職員（病院看護師）

（法人の検証結果）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　92.0

注：上記比較指標は，法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，平成31年度の教育職員（大学教員）

　　と 国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指標である。

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　83.5
対国家公務員
指数の状況

内容

今後も国家公務員の給与水準を参考にした上で，適切な給与水準の維持
に努めていきたい。

　給与水準の妥当性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 94.4

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 91.2

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢勘案 　　　　　　　　　    84.3
・年齢・地域勘案　　　　　　　　91.6

項目

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31％】
（国からの財政支出額 212億円，支出予算の総額 677億円：平成31年度予
算）
【累積欠損額 0円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 9.3％（常勤職員数481名中45名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 72.7％（常勤職員数481名中350名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 28.0％】
（支出総額677億円，給与・報酬等支給総額 190億円：平成31年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出額は200億円以上であるが，本学の予算の総額に占める
割合は31％であること，累積欠損額が0円であること，本学管理職の割合
9.3％が国の18.0％（平成31年国家公務員給与等実態調査「適用俸給表
別、手当の種目別受給人員」中，行政職俸給表（一）適用人員（139,782人）
に占める俸給の特別調整額の支給人員（25,172人）の割合）に比して低い
こと等から，適切な水準を維持していると思われる。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　98.3
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 99.0

・年齢・地域・学歴勘案　　　　  98.1

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31％】
（国からの財政支出額 212億円，支出予算の総額 677億円：平成31年度予算）
【累積欠損額 0円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 0.44％（常勤職員数681名中3名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 66.3％（常勤職員数681名中452名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 28.0％】
（支出総額677億円，給与・報酬等支給総額 190億円：平成31年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出額は200億円以上であるが，本学の予算の総額に占める割合は
31％であること，累積欠損額が0円であること，本学管理職の割合0.44％が国の
1.02％（平成31年国家公務員給与等実態調査「適用俸給表別、手当の種目別受給
人員」中，医療職俸給表（三）適用人員（1,860人）に占める俸給の特別調整額の支
給人員（19人）の割合）に比して低いこと等から，適切な水準を維持していると思われ
る。

講ずる措置
今後も国家公務員の給与水準を参考にした上で，適切な給与水準の維持
に努めていきたい。

２人 ５人
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注１：

注２：

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

19,452,244

特になし

19,412,475 19,058,289

（事務・技術職員）
扶養親族がいない場合
○　２２歳 （事務職員，大卒初任給）　　月額 182,200 円　　年間給与 2,730,417 円
○　３５歳 （主任）       　　　　　　　　　　月額 281,808 円　　年間給与 4,716,185 円
○　５０歳 （主査）　     　　　　　　　　　　月額 372,036 円　　年間給与 6,208,132 円
※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給

（教育職員）
扶養親族がいない場合
○　２７歳 （助教，博士修了初任給）　　月額 291,400 円　　年間給与 4,405,582 円
○　３５歳 （助教）　    　　　　　　　　 　　月額 351,951 円　　年間給与 5,876,566 円
○　５０歳 （准教授）　     　　　　　　 　　月額 474,727 円　　年間給与 8,027,339 円
※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給

　本法人では，平成18年度から事務・技術職員人事評価制度実施し，評価結果を平成18年
12月期の勤勉手当より給与へ反映させている。その後対象を拡大し，医療職員や看護職員
など職員全てに適用することとした。
　また教員については，平成19年度から教員活動評価制度を実施し，評価結果を平成20年
12月期の勤勉手当から反映させている。
　反映部分は給与のうち，6月期・12月期の勤勉手当及び1月の定期昇給としており，反映方
法は原則公務員の給与制度に準拠している。

退職手当支給額
1,413,101 1,442,708 1,173,680

区　　分

給与、報酬等支給総額

1,388,852

19,496,547

4,604,292

非常勤役職員等給与
9,970,736 10,314,312 10,582,400 10,437,482

最広義人件費
35,168,289

4,332,208 4,428,178 4,537,272

35,705,827 35,488,91535,681,745

「非常勤役職員等給与」においては，受託研究・受託事業その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及
び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の「18 役員及び教職員の給与の明細」に
おける非常勤の合計額と一致しない。
「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

　
給与、報酬等支給総額については対前年度比98.2％と減少しており，非常勤役職員役職員
等給与についても前年度比98.6％と減少している。
　退職手当支給額については，自己都合退職者が平成30年度の49人に対して62人となった
ことが主な要因となり，対前年度比118.3％の増加となった。
　なお，福利厚生費については，社会保険料率の引き上げにより，対前年度比101.5％と増
加している。
　これらの状況を総合して算出される最広義人件費としては，対前年度比99.4％と前年度並
みとなっている。

福利厚生費
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